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グローバル化・多様化した社会で看護職者は？
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‮

з なぜ災害・国際看護学を学ぶのか

и 災害看護学の基礎（定義と種類）

й 災害時の医療活動で必要なこと
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なぜ災害看護と国際看護を学ぶのか？

▶いずれ「災害の現場」で活動する看護師となるだろう時が来る・・

⇒まだそれは先？看護師でなくとも市民として必要な知識

▶グルーバル化する中で「国際協力活動の場」は増えている・・・

⇒看護師として多様な活動の場を想起し、看護の役割・機能に

ついて考える機会

★国際的なボランティア看護、国際看護師への道が開ける！

⇒ 世界で活躍する日本人・世界で汗を掻く日本人

ゴルフの松山英樹、 テニスの大坂なおみ、

フランス料理三ツ星シェフの小林圭

（東山『メゾン・ケイ』予約はお早めに！）・・・
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災害看護学と国際看護学を学ぶ意義

①災害被害の国際化

★災害が年々多発し、全世界的に拡大している状況下

「防災対策、救護・看護」への役割は極めて大きい！

Ҝ①心理面の役割：ストレス反応（PTDS）への対応

②心のケア：被災者のこころの痛みを癒す心ケア

③日ごろからの準備：災害看護の知識・技術の向上

④自己完結型行動：食事・睡眠（休養）・トイレ

★被災地の危険（ストレス）からの「心身の自己管理」

③災害看護の役割・対応

②近年の国内外の災害
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国際看護の場

災害看護・国際看護の場における看護の本質は『不変』
～真に役立つ「知識と技術」、そして」「心構え」～

災害看護の場

看護の本質
不変

御 殿 場 市 役 所
危機管理補佐監
杉 本 嘉 章
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з なぜ災害・国際看護学を学ぶのか
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й 災害時の医療活動で必要なこと

8



10 15 16 20 25 30 ┼

近年の日本における自然災害・事件
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Ҝ②災害拠点病院の設置、災害救護チームの育成、多職種ボランティアとの協働

Ҝ⑨災害サイクル超急性期・急性期
の救護から中後期の防災・減災対応

Ҝ⑭車中泊の選択による
エコノミークラス症候群
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Ҝ⑯避難行動要支援者
救出・救護・避難



我々に迫り来る「危機事案」我々に迫り来る「危機事案」
～ 3.11東日本大震災当日の地震発生状況～

10



⌂ ה ⌂

᷂◐ ὡ

ὡ ˲ ὡ

ὡ β∆ ὡ
ὡ ᷂Ḣ

災害発生のメカニズム
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災害の定義

①日本列島の災害上の特性

▶地理的特性－太平洋・ユーラシアプレート・北米・

フィリピン海プレートの４つのプレートの境界上にあり、

相互の力が常に加わっていることから、巨大地震が発生

しやすい。

▶気象的特性－温暖湿潤気候（温帯モンスーン気候）帯

にあり、梅雨時に局地的豪雨をきたし、夏から秋にかけ

太平洋上で発生した台風が北上するコースの途上に位置

する。
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環太平洋火山帯・台風の通り道

★御殿場市

ハワイ島
（キラウエア火山） グアテマラ

（フエゴ山）
3,763m

フィリピン
（マヨン山）
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巨大地震と富士山噴火・台風の通り道

1 6 0 5

1 9 2 3

1707：宝永南海地震

1707：宝永噴火

1703：元禄相模地震

1 6 0 5

太平洋プレート

ユーラシアプレート

フィリピン海プレート

北米プレート

2 0 1 1

2 0 1 6

1 9 9 5

2004：中越地
震

2007：中越沖地震

1 8 8 4
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台風２４号：H30.9.30暴風被害

̔ʿϤ← “

災害発生日 種別 概要

30 ị 30
24‹

24 ḭ ệ ḱ 227 ḱ Ễ ṕ
︡Ṗḭ 1,300 ḭ ḱ ḱ ṇ Ịị ḭ

53 ḭ ể Ṗ וֹ Ḯ
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וֹףּ
種別 概要

10 12
19
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3 ḭ 31 ḭ 12 ḭ

4 ḭ 4 ḭ 21 ḭ
ḭ 3 ḭ ḭ ṡ
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₢╦ʿ͍ʼ͌͌͌mm

台風１９号：R1.10.12大雨被害

17



相
模
湾鮎沢川

駿河湾

黄瀬川

分水嶺

土
砂
災
害
警
戒
区
域

（
五
十
一
ヶ
所
）

東富士ダム

小山川調整池

御殿場市の地形上の特性

溶岩流の下流に影響！

降雨は分水嶺により南北に分散！
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災害の定義

②災害対策基本法による定義

『災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、

土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、その他の異

常な自然現象又は大規模な火事、若しくは爆発その他

その及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で

定める原因（放射性物質の大量放出、

多数の者の避難を伴う船舶沈没、

その他の大規模な事故とする。）

により生ずる被害をいう。』
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災害の種類と具体例

①災害の種類

その①原因、②被災範囲、③被災地域、④被災期間によって分類できる。

災害の分類 具体的な災害例、特徴など

１ 原因による分類

自然災害（天災）
地震、津波、噴火、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土
石流、高潮、雷など

人為災害（人災）
大型交通事故（列車・航空機・船舶・バス）、工場・発電所の大
事故（火災・化学・放射線）、CBRNE災害（化学・生物細菌・放
射性物質・核・爆発物）、紛争（戦争、内戦、難民発生）

特殊災害
特殊な環境下で特別な対応が必要となるもの（CBRNE災害のほか、
石油コンビナート事故、海上災害、航空災害、林野火災など

複合型災害 自然災害＋人為災害（3.11地震・津波я原子力発電所放射能漏れ）

２ 被災範囲による分類
広域災害 自然災害に多い（地震、台風、津波、原子力発電所事故など）

局地災害 人為災害に多い（事故、火災、竜巻など）

３ 被災地域による分類
都市型 人口が多い、建物多数、交通網発達、医療施設が多い

地方型 人口が少ない、家屋分散、交通手段が少ない、医療施設が少ない

４ 被災期間による分類
短期型 おおむね数日以内（台風、豪雨、交通事故など）

長期型 数か月～数年に及ぶ（干ばつ、洪水、原子力発電所事故など）
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災害の定義

③災害発生のメカニズム

▶地震や台風、あるいは事故やテロ行為が発生したから

といって、必ずしも災害になるわけでない。

▶災害の原因となる事象（ハザード）が発生した状況の

脆弱性と社会や人々の防災力の関係で発生

Ҝ通常、災害をもたらすハザード自体を食い止める

ことは困難であるが、脆弱性を下げ、防災力を高める

ことで被害を軽減することは可能である。

ぜいじゃく
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グループ学習
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Q1：非常時の看護と災害時の看護
の大きな違いは何か？
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Q２：災害時の看護において
一番大切なことは何か？



災害時の医療活動で必要なこと

①新潟県中越沖地震・阪神大震災の教訓

②災害による健康被害と疾病構造

③災害への対応と医療活動

④災害と情報

⑤災害看護と法律
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新潟県中越沖地震の教訓
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○ 被災者の「人命救助」を第一優先、じ後「行方不明者の捜索活動」へ

○ 被災者の生活の安定を確保するための生活（民生）支援
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ʾ 衛生支援－被災地での応急救護所の開設や巡回診療
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災害派遣活動の概要
（新潟県中越沖地震）
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6,434 43,792

阪神大震災の教訓
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インフラ（特に電気・水）寸断が及ぼす波及被害
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災害の種類と健康被害

●災害と健康被害

▶災害によって生じる健康障害は、災害の種類や地域によって様々である。

▶また、同じ災害であっても、その後の時間経過にそって疾病構造は変化する。
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災害（自然災害）と疾病構造
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災害（人災災害）と疾病構造
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災害関連死

●災害が間接的原因となる「災害関連死」Ҟ「災害による直接の原因」（警察による検視）

▶災害後の環境の変化（避難所生活の疲労・ストレス、慢性疾患の悪化、医療機関の機能低下の影響）

▶復旧活動中の事故・過労による突然死、心労・精神的ショックによる自殺など
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●東日本大震災と熊本地震の分析

▶災害関連死の８８％以上が６６歳以上の高齢者

▶認定された時期は震災後２年以内が８７％

災害関連死の死亡時期・生活環境
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災害医療（看護）の特徴

●災害時の医療（看護）の考え方

▶平時の医療（看護）は発生する「医療需要」に対し、必要な「医療供給」を十分に提供できる環境

▶災害時の医療（看護）は、「医療の需要」に対して「医療側の供給」が足りない状況下の医療

Ҝ大規模地震災害では、多数の傷病者の発生や電気・ガス・水道などのライフラインの途絶が発生、

医療機関も損壊して検査機器・治療設備が使用できなくなる。また医師や看護婦などを病院職員も

被災者となるため、必要な人員が参集できる可能性が低い。★自分が・家族がけがをしないこと！

「医療の需要・供給バランス崩れ」発生
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救急医療と災害医療の差異



災害医療におけるSTART式トリアージ

橈骨動脈（とうこつどうみゃく）：肘から手首にかけて走る動脈
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御殿場市災害対策本部の活動状況（４．８．２５）

本部員会議

44



▬fiⱨꜝ

災害対応に関わる職種間・組織間連携
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御殿場市災害対策本部組織図
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御殿場市災害対策本部編成図
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御殿場市災害対応務担当分掌（平時：課・災害時：班編成）
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災害対策本部の執るべき災害応急対策
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災害看護（活動場所と傷病者・医療チーム）の流れ・役割

災害看護の流れ

災害看護の役割
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災害時の医療施設の組織体制の一例

●病院等の「災害対策本部」

▶病院全体で災害対策を行うために、医師・看護師・事務員などの経営幹部によって速やかに「災害

対策本部」が設置される。❶本部直轄：情報収集、救護班・ＤＭＡＴ・マスコミ対応など❷多数傷病

者受入れ班：看護師は、既存の部署に加え、主に❷の部署で活動

Ҝ災害対策本部の役割は多岐にわたり、情報の集約・分析、災害対応のための判断と決定を行う。

❶ ❷
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災害医療（看護）において重要なこと

●災害医療（看護）における専門職の協働

▶特に、重要なのは「専門職の協働」と「初期段階におけるスピード感」

▶長期の避難生活は、避難者の心身の健康管理、感染症予防、中長期の医療体制の構築

など、通常の医療の範囲には含まれない様々な分野を総括する活動となるため、多くの

職域との協働が必要となる。

Ҝ救援における医療従事者以外の専門職（職域）との協働

①捜索と救援および安全確保（主に、警察・自衛隊・消防・救急が担当）

②食糧と水（主に、自治体が担当）

③住まいと衛生（主に、自治体が担当）

④医療と健康管理（主に、医療者が担当）

▶災害対応は、発災時から多数の機関と職種間の協働によって成り立っており、各組織間

の連絡と情報共有、調整作業が極めて重要となる。

★各組織・職種が協働して効果的に救援活動を行うためには、共通の認識と言語が不可欠

Ҝ『CSCATTT』：指揮・統制、安全確保、情報共有、アセスメント、トリアージ、治療、搬送
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●災害医療（看護）における共通言語：ＣＳＣＡＴＴＴ（スキャット）

▶災害医療に従事する、多くの職種に定着している「基本原則」

ҜＣＡＣＳを医療管理項目（基盤・マネジメント）、ＴＴＴを医療支援項目といい、

「ＣＳＣＡ」体制確立（基盤）なくしてҜ「ＴＴＴ」が円滑に機能せず。

①Ｃ：組織化された指揮命令系統・組織間の相互協力体制の確立

②Ｓ：現場における安全確保 ③Ｃ：各種手段により関係機関との意思疎通・情報伝達

④Ａ：現場における多角的な評価・判断 ⑤Ｔ：負傷者のトリアージ（優先順位等決定）

⑥Ｔ：応急処置 ⑦Ｔ：後方・広域搬送

災害医療実施のための体系的なアプローチ（CSCATTT）

57



災害サイクルに対応した看護活動

命と心を救う
災害看護

★災害を時間軸でとらえた災害サイクル
災害サイクルを基盤に被害者のニーズの変化

に対応し、健康や暮らしの視点から看護を展開
⇒ ①超急性期②急性期③亜急性期
④慢性期⑤静穏期・準備期・前兆期
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災害サイクルから考える災害医療

●災害サイクル

▶災害発生以降の被害の様相について、人に及ぼす影響を時相（フェーズ）毎に考え、パターン化した

「災害サイクル」を理解し、適切に準備することにより、効率的な災害対策を構築することができる。

Ҝ★発生①超急性期（発災～３日程度：発災・数時間・３日）②急性期（３日から７日程度まで）

③亜急性期（７日から１か月程度）④慢性期（１か月～３年程度）⑤静穏期・準備機・前兆期
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災害サイクル（超急性期）

①超急性期（～７２時間）
❶発災から数時間：
被害状況が確認できず災害現場は混乱し、発災直後から少なくとも数時間は速やかな

現場支援は不可能
⇒災害対策本部の設置、各機関への連絡が主体、被災者による自助と共助が中心

❷数時間から３日程度まで：
被災者の救出と救助が消防・救急・自衛隊・警察などの機関が中心となり行われ、
最も医療ニーズが高まる時期
⇒トリアージに基づく応急処置、救命治療と高次医療機関への搬送がＤＭＡＴ（災害
派遣医療チーム）・日本赤十字救護班・地域医療班や災害拠点病院により行われる。
⇒発災後１日目ごろから社会的支援が始まり、被災者の避難と衣食住への支援が開始
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②急性期（～１週間）

被害状況が少しずつ把握できるようになり、ライフラインが復旧し始めて、

外部支援の受け入れ態勢が確立される。

⇒救助やトリアージは一段落し、集中的に治療が行われる時期

⇒新たな外傷患者の発生は減少するが、避難所への巡回診療で

重症患者などが見つかることもあり、注意を要する。

災害サイクル（急性期）
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③亜急性期（～１か月）
被災地の医療機関やライフライン、交通機関は徐々に復旧し、それに伴いＤＭＡＴや日本赤十字社救護班などの

医療支援は撤収することになる。

⇒殆どの緊急的治療は終了しているが、被災前から抱えていた慢性疾患の増悪への対応や、被災者の心理的スト
レスに対応した支援などが必要となる。

⇒避難所の感染症対策や衛生管理など、被災地の公衆衛生活動も重要となってくる。

③亜急性期（～１か月）

被災地の医療機関やライフライン、交通機関は徐々に復旧し、それに伴い

ＤＭＡＴや日本赤十字社救護班などの医療支援は撤収することになる。

⇒殆どの緊急的治療は終了しているが、被災前から抱えていた慢性疾患の増悪

への対応や、被災者の心理的ストレスに対応した支援などが必要となる。

⇒避難所の感染症対策や衛生管理など、被災地の公衆衛生活動も重要となって

くる。

災害サイクル（亜急性期）
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③亜急性期（～１か月）
被災地の医療機関やライフライン、交通機関は徐々に復旧し、それに伴いＤＭＡＴや日本赤十字社救護班などの

医療支援は撤収することになる。

⇒殆どの緊急的治療は終了しているが、被災前から抱えていた慢性疾患の増悪への対応や、被災者の心理的スト
レスに対応した支援などが必要となる。

⇒避難所の感染症対策や衛生管理など、被災地の公衆衛生活動も重要となってくる。

④慢性期（１か月～３年）

ライフラインの復旧が進む。避難生活は長期化しているが、避難所から仮設

住宅へ移るなど、徐々に被災地の復興が始まる。

⇒被災者のニーズも医療から福祉へと次第に移っていく。

⇒生活習慣病の発症や慢性疾患の増悪、心的外傷後ストレス障害(PTDS) や

抑うつ傾向を生じる被災者も多く、長期的な見守りが必要となる。

災害サイクル（慢性期）
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③亜急性期（～１か月）
被災地の医療機関やライフライン、交通機関は徐々に復旧し、それに伴いＤＭＡＴや日本赤十字社救護班などの

医療支援は撤収することになる。

⇒殆どの緊急的治療は終了しているが、被災前から抱えていた慢性疾患の増悪への対応や、被災者の心理的スト
レスに対応した支援などが必要となる。

⇒避難所の感染症対策や衛生管理など、被災地の公衆衛生活動も重要となってくる。

⑤静穏期・準備期・前兆期
❶静穏期：
災害から復興し、生活の質や環境の改善から心身ともに回復に向かい、社会復帰を果たす時期

❷準備期：
再び起きる可能性のある災害に向けた予防とリスク低減のための新たな検討がなされる時期

⇒国、地方自治体、医療機関、地域住民などが連携し、災害対策に取り組むことが必要となる。
業務継続計画（BCP)や災害対策マニュアルの作成、法制度の整備、防災訓練などの行う時期

⇒医療機関では、災害時に対応できる人材の育成や資機材の備蓄を行う時期

❸前兆期：
いつ起こるか分からない災害が迫ってくると、その直前の準備と避難のためのフェーズとなる。

災害サイクル（静穏期・準備期・前兆期）

★災害サイクルは、災害が繰り返し発生していることを前提

Ҝ各フェイズの特性を学び、発生する事象に対して対処要領を考え、

先行的かつ適時適切に医療・看護活動をしなければならない。
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③災害と感染制御
▶災害発生後は、ライフラインが破綻し、水洗トイレが使用不能、手指洗浄不可、ごみ置き場の衛生
環境の悪化などにより、被災地の人々の感染の危険性が急激に高まる。Ҝ「感染リスクの抑制」が重要

災害と感染制御
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災害特異な感染症：破傷風、ガス

壊疽、誤嚥性肺炎、創部感染など
え そ

飛沫感染：飛沫核感染する感染症：
インフルエンザ、麻疹、風疹、手足口病、
ムンプス、水痘、髄膜炎（小児）

消化器感染症：感染性下痢症
（腸管出血性大腸菌、サルモ
ネラ属菌、黄色ブドウ球菌、
ノロウイルス、ロタウイル
ス）、ウイルス性肝炎など

接触感染する感染症：

疥癬など
かいせん
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β救護病院の指定
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災害医療対応の整備（御殿場市・小山町の災害医療体制）

β災害拠点病院の指定要件
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★阪神・淡路大震災を教訓に、我が国の災害医療対応の整備は大きく前進

Ҝ①トリアージの概念の普及②災害派遣医療チーム（DMAT）の養成

③災害拠点病院の整備 ④広域災害救急医療情報システムの構築など

災害医療対応の整備（救護所・災害拠点病院）

救護所の内部配置 災害拠点病院の役割
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熱海市伊豆山土石流災害における医療支援
（DMAT・DPAT・DWAT・保健師・看護師支援）

区 分 活動内容 活動場所

７
／
３
・
土

７
／
４
・
日

７
／
５
・
月

７
／
６
・
火

７
／
７
・
水

７
／
８
・
木

７
／
９
・
金

備考

①
DMAT

（災害派遣医療
チーム）

・災害現場の救助チームの健康管理
・避難者の健康管理
（５チームが参集し活動）

・現場指揮所
・県調整本部（県庁）
・熱海地域DMAT活動拠点本部

（熱海保健所）

４ ６ ７ ８ ８ ８ ８ 単 位
（チーム）

②
DPAT

（災害派遣精神医療
チーム）

・避難者の精神面の健康管理
・日本赤十字社派遣職員との連携
（避難者の相談対応・ストレス解
消）
・JDMORT（日本災害死亡者家族支援
チーム）との連携

・県調整本部（県庁）
・避難所

（熱海ニューフジヤホテル）
－ ２ １ １ １ １ １ 単 位

（チーム）

③
DWAT

（災害派遣福祉
チーム）

・避難所での要配慮者の介護
・１チーム５名（福祉施設等職員）
Ҝ静岡県２０６名を養成
（福祉施設等職員

・市指定の避難所、福祉指南所
・避難所
（熱海ニューフジヤホテル）

－ － － ４ ３ ３ ４ 単 位
（人）

④ 県保健師
・避難者の健康管理
・新型コロナウイルスなどの感染症
対策に関する助言・指導

・避難所
（熱海ニューフジヤホテル）

－ － ４ ４ ４ ４ ４ 単 位
（人）

⑤
災害支援ナース
（県看護協会）

・夜間における避難者の健康管理
・避難所
（熱海ニューフジヤホテル）

－ － － ３ ３ ３ ４ 単 位
（人）

計 ４ ８ 12 20 19 19 21
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災害看護活動実施上のピラミッドアプローチ

★ピラミッドアプローチ
十分な給水、栄養、保健衛生の基盤のない治療行

為を中心とした医療救援は、原因の解決には至らず
悪循環を引き起こす。
⇒ 給水・衛生、糧食・栄養を基盤とし、その上

に公衆衛生（母子保健・予防接種を含む。）、更に
その上に治療・ケアをおくという国際赤十字赤新月
運動の基本的な救援コンセプト
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φ ᵤ ₳←ᵲπχDMAT ʝ ϬὊᾓΰο˔
ᴎᾉ › Ԛ ◓ự ʺ ӟᵰτ⁞֗σςτϢϥꜛ ←ᵲΥ ΨσμοΜϘβʻ ᴎDMATβ1ρΰο₈ᵕʺ ᵤ ₳

←ᵲχ◦כᶨ Ϭ Ϥ ϤϘβʻ
< χᶎ > 3 7 Ὦ 3 ʺ ᴎᾉτ ֗ὕ ʺὕᵞйЦи5χṜ σ ֗Υ ήϦ ṍϢϤⱧ ρΰοṓ ʺЮДϰϯσςχ

ϬΰοΜθ ʺ ᵤ◕π ṛ σ ←ᵲΥ ΰϘΰθʻ ΤϣDMAT ḧπψˮḺχᾋΠϥḩἰ˯Ϭ Φ Ặ ϜΰοΜθӮʺ κ
τ←ᵲЯ˔Жτ Ϥ Π╥ ΥπΦϘΰθʻᾝ πψβπτ ᴎᾉχ←ᵲ ├ ϬψαϛʺζάΤϣ ʺᶨ Ấ Υ ήϦʺ◙ṉ
ψ ᵤ◕χ←ᵲẤ ԚρσϤϘΰθʻ ᴎDMAT Ϝᾝ χ Ϭ ︣βϥθϛτ ṍχ◙ṉ Ὁ Ϭᶎ ΰʺ♆Ϝ Ԍρΰοχᶨ Ϭᵫ◐
ΰϘΰθʻ
ẍ ṍ( ←Τϣ 72 Ⱳḧ)πψʺˮ ΧΠθ←ᵲ♂˯Ϭᾚϣβθϛτʺԁ⁭Ϝ ΨẎ ᶨ Ϭᵫ◐ΰσΪϦωσϤϘδϭʻζϭσⱲˮ60 “
˯ρ Υ ϤϘΰθʻ ϥṓⱱκτʺ ᵲ ệ( METHANE )ψ?ӗ χᶎ ψ?Ӻ ᶨ ΥςϦΩϣΜ Τ?EMISβ2 ψ πΦοΜϥ

Τ?σς χ┬ ʺ₤ Υ αοΜϘΰθʻΜκ ΨӺ И˔Їχ Ϭᶎ ΰθΜΥ ẍ ṍτψʺзϯиЌϱЭπχ ᶎσ Υ ΰΜ
ệπΰθʻЮрН˔ḧπχ χ︡ϤӌΜϞ ᾝ ϜӰσϤʺЀЬвИϾ˔ЄдрϜ ︣ΨΜΦϘδϭπΰθʻ ᶎΤν σ Ϭ πΦ

ϥи˔иϬὨϛʺ Ộ Ϭ︣ ᴟΰ ϜΥ ᶤϬ ΠϥϢΞσ ϞẶ ꜡πΦϥТ϶˔ЫАЕχ⌠ Υ ρḇαϘΰθʻήϣτʺꜛ θκ
Υ₈πΦϥάρχ Ϭᾋớϛ τ βϥάρʺ“ ʺᶆ ←ḩἰṐḩʺ ρˮ₈ΚϥⱢᾛϬςχϢΞτᶨ ΰʺ τ ΰθϣ Υ
ᵔὨβϥχΤʺỘ χ ӡνΪ˯ ЫК˔ЅЮрЕΰοΜΨⱧϜ πβʻ
< ὀ>ẍ ṍ~Ҷẍ ṍ(72 Ⱳḧ~3 ḧ)τ Ϧ σΜ◦כϬʺӺ Ў˔ЭιΪπὋ βϥάρψπΦϘδϭʻ כʺ╔χὲῴḢיּ← χ ʺ
ḇ ├ʺӗ ʺӗᶚτ ᶨΥπΦϥϢΞσ Ϭ⌠ϥθϛτꜛⱵ ʺ ρ ὀϬΰοʺ Ԍᶎ Ϭβϥ ΥΚϤϘβʻ₈ᵕʺЀкЗᴴχ
├ρΰο ψШГиπᾤעḚ ρΰʺ ├χ ϞмϼЎр Ϝ ήϦϘΰθʻ ψכ◦ ← ϢϤDPATβ3 ρ ὀΰʺ ←
ІЕйІϾϯτ︡ϤיּכẎʺיּ ϙʺӹ ψכ◦ DMORTβ4 ρϜẸ ΰ ZOOM Ϭ► ΰθ ῖḊϜ“ΠϘΰθʻᾝ πχ ὲ◖ϒχ Ϝ ΦΨʺ
Ộ ὖᾚχ⌠Ộ ϬΰθϤ ΤΪ₉ϤⱧσςϜ▲ΜЀЬвИϾ˔ЄдрϬ ϤˮṄϤ Πϥ◦כ˯ΥπΦϘΰθʻ
<ὊᾓΤϣ>←ᵲḘῐψʺ ⱲχḘῐ Υṁ πΚϤˮ ⱲτπΦοΜσΜάρψ←ᵲⱲτψπΦσΜ˯θϛʺ ₇Τϣχ πχ ϞṓξΦΥ
ρΰοϜᶨΤήϦϘβʻכ◦ ᴎDMAT Ў˔Эρΰοᶨ πΦϥϢΞʺ ήϦϥ ← ệχ χⱧ ϬϱЮ˔ЅΰσΥϣʺ ԚϞ ӽχМ

Ѓ˔ЖЫАФχᶎ Ϟ←ᵲзІϼϬ ᴣΰοΣΦϘβʻꜛᾪᾆ ΰʺἩ Ϟᾆ ᵓσςπᶘόʺ σ ⱧτΜνπϜ ᴂπΦϥϢΞσˮ  
Π˯Υ πβʻϘθʺם ᶨ π θὊᾓϞ ꜡ʺṪ ϬᶨΤΰο ∙Ӿ τ ϙ←ᵲᶨ Ϭ ẉΰοΜΦϘβʻ

β1 DMAT(ˮ DisasterMedicalAssistanceTeam˯←ᵲӺ ᾏЎ˔Э)
β2 EMIS(ˮ EmergencyMedicalInformationSystem˯ῲӽ←ᵲẎẍӺ ЄІГЭ)
β3 DPAT(ˮ DisasterPsychiattricAssistanceTeam˯←ᵲ ᾏ Ӻ Ў˔Э)
β4 DMORT(ˮ DisasterMortuaryOperationalResponseTeam˯←ᵲ♂ ᴪיּ (Ў˔Эכ◦
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L（ローカル）アラートの仕組み



災害と情報

①災害の種類と内容

▶災害が発生すると、被災地では被害状況の把握・発信が困難な状況となり、様々な情報の混乱が発生

▶災害から人々の命と健康を守るためには、情報が必要な人に対しタイミング良く正確・確実に伝わり、

情報が受けた人がその意味を正しく理解して適時必要な行動を採ることが重要

Ҝ災害情報は、時系列に①危険情報、②避難情報、③被害情報、④生活情報の４つに分類できる。

②災害時に収集し伝達すべき情報

▶災害時の医療救護現場で必要な情報は、その頭文字からMETHANE（メタン）（細部はページ６１）

①M:大事故・災害の発生の宣言②Ｅ：正確な発生場所③Ｔ：事故・災害の種類④Ｈ：現場の危険性

⑤Ａ：現場への到達経路・方向⑥Ｎ：負傷者数、重症度・外傷の種類⑦Ｅ：緊急対応・医療機関

Ҝこれら情報を発信者・受信者が共有することにより、安全かつ円滑・的確な医療救護活動を実施

情報の種類 意 義 内 容

① 危険情報 ハザードの発生や予測を知らせる情報 気象・地震に関する情報、特別情報

② 避難情報
災害から身を守るために地域住民など
に避難行動を促すための情報

避難準備情報、避難勧告、避難指示、警戒区域設置
に伴う立ち入り禁止措置など

③ 被害情報
ハザードの発生の結果として生じる被
害に関する情報

人的被害（負傷者数・重症度・避難者数など）、家
屋被害、ライフライン（電気・水道・ガス・通信・
交通など）の被害など

④ 生活情報
災害後、被災者が生活を維持するため
に必要な情報

ライフライン復旧、救援物資、住宅の応急修理・再
建、仮設住宅入居、経済支援など
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災害発生時における情報ニーズの変化
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①災害看護における法律を学ぶことの意義

▶法治国家の我が国には、１００を超える災害関連法規があり、法を「守る」・「を使う」・「作る」
の３つの視点から、災害看護を学ぶ上で災害関連法規・制度を知ることは極めて重要
Ҝ特に「災害対策基本法」、「災害救助法」、「被災者支援制度（弔慰金・障害見舞金・援護資金）」

災害看護と法律

災害対策基本法

災害救助法
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①災害対策基本法（一般法）

←ᵲχ ᵲΥ σ ›ʿ τϢϥ ᴂ

ԁṰ σ ᴂּיʿ◕ ꜛϣτϢϥ ᴂ

β

その他の関連法（消防法・警察法・自衛隊法を含む。）

災害対策基本法
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①災害対策基本法（一般法）

①災害対策基本法
▶目的－1959年の伊勢湾台風を契機に1961に制定された、わが国の防災全体の枠組みを

規定する法律
この法律は、国土と国民の生命、身体、財産を災害から保護するため、①防災計
画の作成、②災害予防、③災害応急対策、④災害復旧の各フェーズにおいて、国や
都道府県、市町村、指定公共機関、住民のそれぞれが果たすべき役割と義務を規定
し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。（第１条）

▶理念－減災の考え方、自助・共助・公助などの考え方などを明記することで、これらを
広く共有し、関係者が一体となって災害対策に取り組む体制を整えていけるように
すること。（第２条の２）
主に、災害応急対策においては、人の生命・身体の保護が最も優先してなされる
べきことを定める。

▶防災－防災上の配慮として、配慮が必要とされる高齢者や障害者、乳幼児などを要配慮
者として定義、このうち避難行動に関わる配慮が必要な者を避難行動要支援者とし
て定義する。（第４９条の １０）

▶災害応急対策－災害対策本部立ち上げにより、災害対応を一元的に行う。
（第２３条、第２３条の２）
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②災害救助法（特別法）
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②災害救助法の概要



②災害救助法（特別法）

②災害救助法
▶目的－1946年の南海地震を契機に1947年に制定された法律であり、国が地方自治体や

日本赤十字社などの協力のもと、応急的に必要な救援を現物で行うことで、被災者
の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする。（第１条）実際には、法定受託
事務（利便性や効率性を考慮して、委任し委任された事務）として国に代わって都道府県
が法に基づく救助を行い、市区町村がこれを補助することとされている。

（第１３条、第１７条）
▶適用基準－市町村の救護力をもってしては対応できない程度の規模の災害の場合に適用

具体的な適用基準は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失が
ある場合などが設定被害が発生した場合、自動的に法に基づく救助が行われるので
はなく、被災都道府県知事の決定による。（御殿場市：８０世帯、小山町：５０世帯）

▶救助の種類－人々の命と健康や当面の暮らしに直結する項目が設定されている。
具体的には、①避難所および仮設住宅の設置、②炊き出しその他による食品や飲料
水の給与、③被服・寝具その他生活必需本の給与又は貸与、④医療および助産、
⑤被災者の救出、⑥住宅の応急修理、⑦生業に必要な資金の貸与、⑧学用品の給与
⑨埋葬、⑩死体の捜索および処理、⑪住居又はその周辺の土石などの障害物の除去
の１１項目 ⇒ 適用されると県からの財政的支援を受けることができある。

▶医療従事者と関係が深い種類－④医療（発災日から14日以内）および助産（分べんした
日から７日以内）であり、災害のために医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の途を
失った場合、救護班により応急的に医療を提供し、被災者の保護を図る。（限度額を設定）85



③被災者支援制度
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主な災害対策関係の法律・制度
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Hopefor the best and Prepare for the worst.
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